
　高齢者、障害のある人等の社会参加や外出等の機会を更に促進するためには、支障なくトイレを
利用できる環境を整備することが重要である。これまで整備が進められてきた多機能トイレでは、
近年利用者の集中により、車椅子使用者など真に利用が必要な方が必要な時に利用できない問題が
生じている。こうした問題に対応するため、国土交通省では、2011年度に「多様な利用者に配慮し
たトイレの整備方策に関する調査研究」を実施し、各種ガイドラインの改正によるトイレの機能分
散の推進やトイレの利用マナー啓発等により、多機能トイレの利用集中を解消するための取組等を
推進してきたところである。
　また、2020年５月に「バリアフリー法」が改正され、高齢者、障害者等の円滑な利用のために配慮
が必要な施設や設備について、国、地方公共団体、施設設置管理者、国民に適正利用を推進するこ
との責務が課されたことに伴い、トイレの利用環境を整備していくことの重要度は更に増している。
　こうしたことから、近年のトイレにおける機能分散の推進等によるトイレの整備状況の変化や、
「バリアフリー法」の改正の趣旨等を踏まえ、改めてトイレの整備状況や利用状況の実態を把握し、
対応を検討するための検討会を2020年度に開催した。
　本検討会では、施設整備やバリアフリーデザインに精通した有識者、当事者団体等、施設設置管
理者等及び地方公共団体を委員、トイレに関する知見を有する関係者をオブザーバーとして参画い
ただき、車椅子使用者用便房等の機能分散の推進に必要な考え方や多様な利用者特性への対応等に
ついて、「共生社会におけるトイレ整備の今後のあり方と適正利用の推進に係る取組方針」として
取りまとめた。取りまとめの内容を踏まえ、各移動等円滑化ガイドライン等への反映や「高齢者障
害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン」の実施等により、施設設置管理者や利用者等への周
知等を行い、適正利用を推進していく。

公共交通機関・建築物等のトイレのバリアフリー化
TOPICS
第５章第１節　４．建築物のバリアフリー化の推進� ／国土交通省
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５．公共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化の推進

（１）公共交通機関のバリアフリー化
ア　法令等に基づく公共交通機関のバリアフリー化の推進
①　「バリアフリー法」に基づく公共交通機関のバリアフリー化の推進
　公共交通機関のバリアフリー化については、2000年11月に施行された「旧交通バリアフリー
法」に基づく取組が行われてきたが、「バリアフリー法」においても、公共交通事業者等に
対して、鉄道駅等の旅客施設の新設、大規模改良及び車両等の新規導入に際し、当該構造及
び設備について、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに
旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」（平成18年国
土交通省令第111号。以下「公共交通移動等円滑化基準」という。）への適合を義務付けてい
る。また、2020年５月に「バリアフリー法」を改正し、2021年４月より、「バリアフリー法」
に基づき整備された旅客施設及び車両等において、バリアフリー設備の機能を十分に発揮す
るために職員の操作等の役務の提供が必要な場合には、公共交通事業者等に対して当該役務
を提供すること（いわゆる「ソフト基準」の遵守）が義務付けられることとなった。さらに、
既設の旅客施設・車両等についても「公共交通移動等円滑化基準」に適合させるよう努めな
ければならないこととしている。
②　旅客施設に関するガイドラインの整備
　公共交通機関の旅客施設のバリアフリー整備内容等を示した「公共交通機関の旅客施設に
関する移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂版を2022年３月に公表し、整備のあり方を具
体的に示すことで、利用者にとって望ましい旅客施設のバリアフリー化を推進している。
③　車両等に関するガイドライン等の整備
　公共交通機関の車両等のバリアフリー整備内容等を示した「公共交通機関の車両等に関す
る移動等円滑化整備ガイドライン」の改訂版を2022年３月に公表し、整備のあり方を具体的
に示すことで、利用者にとってより望ましい車両等のバリアフリー化を推進している。
　また、2007年８月、「旅客船バリアフリーガイドライン」を策定し、障害のある人等を始
めとした多様な利用者の多彩なニーズに応え、全ての利用者がより円滑に旅客船を利用でき
るようなバリアフリー化の指針として、その望ましい整備内容等を示している。
④　役務の提供の方法に関するガイドライン
　公共交通機関の旅客施設及び車両等に整備されたバリアフリー設備を使用した役務の提供
の方法等を示した「公共交通機関の役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドライン」の
改訂版を2022年３月に公表し、役務の提供の方法のあり方を具体的に示すことで、利用者に
とってより望ましいソフト面のバリアフリー化を推進している。

イ　施設整備及び車両整備に対する支援
①　鉄道駅等旅客ターミナルにおけるエレベーター等の施設の整備に対する助成及び融資
　「都市鉄道整備事業」及び「地域公共交通確保維持改善事業」などにおいて、鉄軌道駅等
のバリアフリー化に要する経費の一部補助を実施している。
　また、地方公営企業の交通事業のうち、地下鉄事業のバリアフリー化を含む建設改良事業
に対する財政融資及び地方公共団体金融機構の融資制度が設けられている。
②　障害のある人にやさしい車両の整備についての助成及び融資
　ノンステップバス、リフト付きバス、福祉タクシー、低床式路面電車（LRV）等の導入
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に対して、「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」などにおいて経費の一部補助を
行っている。
　なお、地方公営企業の交通事業のうち、バス事業及び路面電車事業のバリアフリー化を含
む建設改良事業に対する財政融資及び地方公共団体金融機構の融資制度が設けられている。
また、ノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシーに係る自動車
重量税及び自動車税環境性能割の特例措置が講じられているほか、低床式路面電車（LRV）
に対する固定資産税の特例措置が講じられている。
③　共有建造における国内旅客船のバリアフリー化の推進
　バリアフリーの高度化・多様化に資する船舶（車いす対応トイレ、エレベーター等障害の
ある人等の利便性及び安全性の向上に資する設備を有する船舶）を建造する場合に、独立行
政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の共有建造制度が活用されている。
　なお、地方公営企業の交通事業のうち、船舶事業のバリアフリー化を含む建設改良事業に
対する財政融資及び地方公共団体金融機構の融資制度が設けられている。

（２）歩行空間等のバリアフリー化
ア　福祉のまちづくりの推進
　障害のある人が自立して生活し、積極的に社会参加していく上で、まち全体を障害のある人
にとって利用しやすいものへと変えていくことの重要性が、近年、広く認識されるようになっ
ている。このため、幅の広い歩道の整備や建築物の出入口の段差の解消、鉄道駅舎のエレベー
ターの設置やホームドア等の転落防止設備の導入、音響信号機等の整備等による障害のある人
の円滑な移動の確保、公園整備等による憩いと交流の場の確保等、福祉の観点も踏まえた総合
的なまちづくりが各地で進められている。
　国土交通省においては、「バリアフリー法」に基づき、公共交通機関、建築物、道路等の一
体的・連続的なバリアフリー化を推進している。
　このほか、福祉のまちづくりへの取組を支援するため、以下のような施策を実施している。
①　公共交通機関の旅客施設等を中心としたまちのバリアフリー化の推進
　障害のある人が介助なしに外出し、公共交通機関を利用できるようにするためには、歩行
者交通、自動車交通、公共交通が連携し、一連の円滑な交通手段を確保することが必要であ
る。このため、駅等の交通結節点において道路・街路事業等により駅前広場やペデストリア
ンデッキ、自由通路等を整備するとともに、エレベーター、エスカレーター等の歩行支援施
設の整備や沿道の建築物との直接接続を行っている。
　さらに、障害のある人等に配慮した活動空間の形成を図り、障害のある人等が積極的に社
会参加できるようにするために、快適かつ安全な移動を確保するための動く通路、エレベー
ター等の施設の整備や障害のある人等の利用に配慮した建築物の整備等を行う「バリアフ
リー環境整備促進事業」を実施している。
②　農山漁村における生活環境の整備
　農林水産省においては、障害のある人に配慮した生活環境の整備を図るため、「農山漁村
地域整備交付金」や「農山漁村振興交付金」等により農山漁村地域における広幅員歩道の整
備や段差の解消等について支援している。
③　普及啓発活動の推進
　最近における地方公共団体の動きとしては、総合的なまちづくりを効果的に進めるために、
福祉のまちづくりに関する条例の制定など制度面の整備が行われるとともに、事業面において
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